
　太宰府市通古賀3丁目2番5号
　ナ ガ タ 地 所 株式会社

　借主は居住中の建物の利用にあたっては十分な注意をもって保管
する義務があります。また、修繕の必要な箇所を発見された場合は、
速やかに貸主又は管理業者に連絡し、応急処置を施すなど被害が最
小限に留まるようにしなければなりません。

　精算方式は実費精算方式です。建物における経年変化及び通常の使用による損耗等
の修繕費用は、家賃に含まれていますので、入居時にお預かりする敷金は、退居時に
原則全額無利息で借主に返還されます。

補修費に 　建物における修繕・修復費用につきましては、借主の善管注意義務違反がなければ、
おける 本来貸主の負担となりますが、次の項目に対する修繕・修復費用につきましては、借主
特約 の善管注意義務違反の有無に関係なく借主の負担となります。

《不利益条項としての承諾》　（費用負担区分表参照）
□無　■有 ■畳の表替 ■襖の張替 ■障子の張替 ■クロスの張替 ■退去に伴う清掃(ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ等)

　精算方式は敷引方式です。敷引額とは、上記①、②又は③の割合の金額を予め定め、
退居時に敷金より差し引かれる金銭です。敷引額には経年変化及び通常の使用による
損耗分など修繕費用の一部も含まれます。
なお、借主の故意・重過失（善管注意義務違反）による建物の破損・汚損に対する補修
費が敷引額を超えた部分の金額を、また、未払い家賃等の債務不履行が存在する場合
は敷金から差し引き残額を返還します。なお、不足が生じた場合は別途請求します。

　上記物件につきまして、敷金精算に対する説明を受け、同方式に同意し、本同意書を受領しました。

令和　　　　年　　　月　　　日

□敷引方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借受け予定者　住  所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏  名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

令和　　　年　　　月　　　日

敷金精算における同意書
（実費 ・ 敷引選択方式）

貸　 主

代理人

住　 所
氏　 名
住　 所

（1）物件名称

（2）物件所在地

（3）契約期間

氏　 名

　下記物件について建物賃貸借契約を締結するに当り、当該物件退居時における敷金精算について、
説明しますので、充分なご理解賜りますようお願いします。

記

　       　　 年　　　　ヶ月　　

敷　引　方　式

実費精算方式

敷金等の精算

始　 期

終　 期

　　　　   年　　  月　   日　から

　　　　   年　　  月　   日　まで

家　 賃　　　　　　　　　　　　円

　入居時にお預かりする敷金は、借主の故意・過失（善管注意義務

　　　　・その他借主の責によって生じた損害
　　　　･家賃滞納

敷　 金　　　　　　　　　 　     　　   円
家　 賃　　　　　　　　　　　　円 敷　 金　　　　　　　　　 　     　　   円

敷引額
①退居時家賃の　　　 ヶ月分　又は②退居時敷金の　　　 ％
③

■実費精算
　 方式

違反）による建物の破損・汚損や家賃滞納などの契約不履行による
損害を担保するための金銭です。したがって、以下の事項が起こった
時は、敷金からその損害額を差し引き、残額を返還します。
敷金で充当できないときは不足分を別途請求いたします。

借主の善管注
意義務

（4）契約方式

　　　　・借主の善管注意義務違反



念   書 

令和    年    月    日 

 

 

  私は、 別紙賃貸借契約書に基づく家賃等支払については、 賃貸人の指定する方法におい

て支払いします。 万一支払が遅れた場合には、 次の措置をとられても異議は申し立てませ

ん。 

 

 

１．  家賃を１ヶ月以上滞納し、 その旨の連絡を怠った場合は催告書の送付、 連帯保証人

への催告に対して異議は絶対申し上げません。 

 

 

２．  家賃を２ヶ月以上滞納した場合は、 契約の解除と同時に室内への立入り確認及び玄

関の鍵を交換すること、 並びに強制明渡しをされても異議は絶対申し上げません。 

 

 

３．  さらに建物内にある家財道具等その他の物品一切について、 その所有権が私にある

か否かにかかわりなく、 １ヶ月間貴殿で保管していただき、 その後物品等一切の処

分については、 貴殿に一任し明け渡し精算金に充当して下さい。 

          （延滞損害金、 督促料、 運送及び保管費用は私が負担します。） 

 

 

４．  連帯保証人は、 賃借人と同様の責任を負います。 

 

 

賃    貸    人    様 

 

賃  借  人                                 印 

 

 

連帯保証人                                 印 

 

 

連帯保証人                                 印 



[ 別 表 １]

　下記の表は、本契約第16条（入居中の修繕）及び第21条（明渡し及び原状回復）に基づいて、甲及び乙の

費用負担の区分を定めています。なお、乙の故意又は過失による汚損・毀損の場合は、下記の表の適

用がなく、全額乙の負担となります。

　次の項目は、地域の商慣習等にあわせて甲及び乙の負担割合を定めるものとします。

[注意事項]

　１、本別表にあらかじめ記載されている項目であっても、設備のない物件については適用しません。
　　　また本別表に記載の無い項目の設備についても乙の故意又は過失による汚損･毀損は乙の費
　　　用において修繕するものとします。
　２､次に掲げるものは、本契約上、乙の費用において修繕すべき具体例ですので、
　　　ご承知おき下さい。
　　　(1)タバコのヤニによるクロス等の変色。
　　　(2)落書き、くぎ穴、ネジ穴。
　　　(3)重量物の設置による畳･床等のへこみ。
　　　(4)電気焼け(冷蔵庫の後ろ等)。
　　　(5)クロスのカビ。
　　　(6)換気扇の油汚れ。
　３、クロス等の張替えは部分補修が困難ですので、最低でも面単位又は全面張替えとなります。
　４、エアコン取付けの際のコンセントの交換、電気ブレーカーのワット数変更は乙の負担となります。
　　　また退居時に必ず入居時の状態に戻すこととします。その費用も乙の負担となります。
　５、本別表での「修繕費用の目安」は、一般的な賃貸物件を対象とし、平成19年4月1日現在の価
　　　格を基準としています。従いまして、対象物件や時の経過による価格変動によって、目安の価格
　　　に変動が生じることがありますので、ご了承下さい。

100

100 100 100

100 100

％ ％

　絨毯・ｶｰﾍﾟｯﾄ等の補修・取替

　繊維壁・ｸﾛｽ壁等の塗替え・張替え

　天井の塗替え・張替え

乙 甲 乙

％ ％ ％ ％ ％ ％

修理箇所 ・ 負担区分 甲 乙 甲 乙 甲

100

6ヶ月以内 1年以内 2年以内 2年超

100 100

100 100

入　　　居　　　期　　　間

　天井のひび割れ補修 100

100

100

100

　退居に伴う清掃 （ハウスクリーニング等）

100 100

　襖・障子の張替 100 100 100 100

100

　畳床の取替 100 100 100

％ ％

100

100 100

甲 乙 甲 乙

％ ％ ％ ％ ％ ％

　襖・障子の枠組み 100

6ヶ月以内 1年以内 1年超

修理箇所 ・ 負担区分 甲 乙 甲 乙

100

100

入　　　居　　　期　　　間 1ヵ月以内

　畳の表・裏がえし 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

％ ％

100

100

費　用　負　担　区　分　表

1年超

甲 乙

入　　　居　　　期　　　間

修理箇所 ・ 負担区分

1ヵ月以内 6ヶ月以内 1年以内

乙

　浴室の消耗部品（ｺﾞﾑ栓、ｸｻﾘ等）の修理・取替

　ﾄｲﾚﾀﾝｸ内のﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ取替

　ﾀﾝｸ内のﾌﾛｰﾄｺﾞﾑ取替

　各種給水・給湯栓のﾊﾟｯｷﾝの取替

　ﾁｬｲﾑ・ｲﾝﾀｰﾎﾝの修理・取替

　電気・ｶﾞｽｺﾝﾛの修理・取替

　ｴｱｺﾝの修理・取替

　給湯器の修理・取替

　風呂釜の修理・取替

　ﾊﾞｽ､ﾄｲﾚ、流し台の排水のつまり

　水漏れによる流し台の取替

　繊維壁（下地からの落ち）の修理

　 入居中における玄関及び勝手口の鍵の修理・取替

　排水の流し蛇腹の取替

　水道栓の取替え等

　ｶﾞﾗｽ破損による取替

　建具の建付調整

　物件内の各種電球の取替

　換気扇の修理・交換

　ｶﾞｽﾎｰｽ（当初からの備品に限定）

　流し台、建具の修理

　風雨によるﾍﾞﾗﾝﾀﾞ仕切板破損取替
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甲

％
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甲

％ ％ ％ ％

100

％

乙 甲 乙



   （特約事項）

　・賃借人が本契約締結後１年以内に解約する場合は、明け渡しに伴う修復費用のほかに

　　違約金として家賃の1ヶ月分を支払うものとする。






